
 

 

 

 

大野市では、授乳や育児で困った時に早めに助産師等に相談し、安心して育児をしていただけ

るよう母乳外来などの費用の一部を助成しています。 

 

市内に住民登録のある産後１年未満のお母さんで 

母乳相談、おっぱいケア、授乳指導、育児相談など、母乳外来（助産師訪問）

の利用が必要な方 
 

医療機関や助産所の母乳外来、助産師訪問による母乳相談 

※医療保険適用のものは助成対象となりません。 
 

産婦１人あたり１回３,０００円(上限)×３回まで 

※上限に満たない場合は、かかった金額を助成します。 

上限を超えた分は、自己負担となります 

※利用料金は施設によって異なります。 
利用金額の目安：母乳外来    約 2,000～5,000 円/回 

         助産師自宅訪問 約 4,500～10,000 円/回 
 

利用後、窓口で申請をします 

１ ご希望の医療機関（助産所）や助産師へ直接連絡し予約をとる 

２ 利用後、費用を支払う 

３ 後日、窓口にて申請をする。※申請期限：利用日から１年以内 

＜申請に必要な書類等＞ 
（1）領収書(コピーをとらせていただきます) 
（2）母乳外来（助産師による相談）を利用したことがわかるもの 
  ※利用明細、実施内容が記載された母子健康手帳など 
（3）母乳外来等費用助成申請書兼請求書 
 ※窓口で配布、市ホームページからもダウンロード可能 
（4）振込先の分かるもの（通帳など） 
 
★詳細は右 QR コードからご確認ください。 

 

《お問い合わせ・申請先》 

大野市こども家庭センター（こども支援課内） 

☎ 0779-64-5533 
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